
ＨＩＶ訴訟及び恒久対策の概要
■訴訟の概要

○ 血友病治療のために使用していた血液製剤によってエイズウイルス（ＨＩＶ）に感染し、精神的・肉体的・経済的な被害を被ったとし
て、国及び血液製剤メーカー５社（ミドリ十字（現：田辺三菱）、バクスター（現：武田）、日本臓器、バイエル、化血研）を相手方と
して提起された損害賠償請求訴訟。

平成元年５月８日 大阪地裁で訴訟提起（同年10月27日東京地裁で訴訟提起）
平成８年３月２９日 東京地裁及び大阪地裁で和解成立（東京47人、大阪71人）

※血友病：出血した場合、人には血液凝固させて止血する作用が生来備わっているが、血液を凝固させる因子の一部が先天的に欠乏するなどにより、
出血がとまりにくくなる疾患。止血や出血予防のため、凝固因子を補充するために血液製剤が使用される。

○ 令和２年３月末時点、約1,400人と和解が成立

■和解の概要

○ 和解一時金：4,500万円（国負担４割、製薬会社負担６割） 弁護士費用：150万円（国負担４割、製薬会社負担６割）

○ 誓約：厚生大臣及び製薬会社は、本件について裁判所が示した前記各所見の内容を真摯かつ厳粛に受け止め、我が国における血友病患
者のＨＩＶ感染という悲惨な被害を拡大させたことについて指摘された重大な責任を深く自覚、反省して原告らを含む感染被害者
に物心両面にわたり甚大な被害を被らせるに至ったことにつき、深く衷心よりお詫びする。

○ 恒久対策の実施（後述）

■恒久対策の概要

○ 発症者健康管理手当（月額15万円：国負担４割、製薬会社負担６割）の支給：

・ エイズ発症者（和解が成立した方）に対し、健康管理に係る費用負担軽減等のため支給する。

○ 発症予防のための健康管理費用（症状に応じ月額37,000円又は53,000円：国負担）の支給（令和2年度）
・ エイズ発症前の血液製剤によるＨＩＶ感染者に対し、発症予防に役立てるための調査研究を実施。

○ 国立国際医療研究センター「エイズ治療・研究開発センター（ＡＣＣ）」と地方ブロック拠点病院、拠点病院を中心にエイズ医療提供
体制を整備（救済医療）

○ ＨＩＶ感染症、エイズ、その他の合併症の治療方法や、患者の療養環境に関する厚生労働科学研究を実施

○ エイズ患者遺族等相談事業（国負担・被害者団体を通じて実施）
・ ＨＩＶ感染者の生活上の問題や医療・福祉サービスを受ける際の課題に対応するため、また、子や夫等を亡くした遺族等の精神的苦痛
の緩和のため、①相談・研修会事業、②健康診断等の健康支援事業、③遺族相互支援事業、④生活支援拠点事業を実施。

○ 大臣定期協議：恒久対策について大臣出席のもとでの協議を年１回実施。


